
大 ト 協 第 1 3 1 号 

令 和 2 年 8 月 

 各  位 

一般社団法人大阪府トラック協会                                                         

会長  辻  卓 史 

 

令和 2年度「初任運転者特別講習」の開催について 

(ご案内) 

  

時下、ますますご清祥のこととお喜び申しあげます。 

 平素は、協会運営に特段のご協力を賜わり誠にありがとうございます。 

 さて、みだしの講習につきまして、事業者には「貨物自動車運送事業輸送安全規則第

10条」の規定に基づき、国土交通省告示で定めるところにより、初任運転者に対する特

別な指導を行うよう義務付けられており、準中型免許の施行により、平成 29年 3月 12

日から教育内容が 12項目に充実が図られ、教育時間は座学 15時間以上（積載方法、日

常点検、構造上の特性など実車指導含む）に加えて添乗指導 20 時間以上に強化され実

施が義務付けとなりました。 

本来、初任運転者に対する指導は、各事業者において実施するものでありますが、  

大阪府トラック協会では、座学の教育内容 9項目を 6 時間分のみ、事業者様に代わり 

行うことといたしました。 

 つきましては、日常業務何かとお忙しいと存じますが、本主旨をご理解の上、受講希

望者は別紙「受講申込書」に必要事項を記載し、申し込み先をご確認の上、お申し込み

いただきますようお願い申しあげます。 

 なお、本講習を受講された場合は、残り 9時間の座学（積載方法、日常点検、構造上

の特性など実車指導含む）及び 20 時間の添乗指導が必要ですので、各事業者様で必ず

実施していただきますようよろしくお願い申しあげます。 

 

１．受講対象者 

原則として、大阪府トラック協会及び兵庫県トラック協会に所属する次の者 

・初 任 運 転 者 

 ※新たにドライバーとして採用された方でも、貴社で初めてトラックに乗務する前 

3年間に他の一般貨物運送事業者によって運転者として常時選任されたことがある 

方は該当いたしません。 

※国の認定機関である自動車事故対策機構（ＮＡＳＶＡ）、ヤマト・スタッフ・サプ 

ライ等で行っている初任診断ではございませんのでご注意ください。 

 

２．研修内容 

‣トラックを運転する場合の心構え 

‣トラックの運行の安全を確保するために遵守するべき基本的事項 

‣トラックの構造上の特性 

‣貨物の正しい積載方法 

‣過積載の危険性 



‣危険の予測及び回避並びに緊急時における対応方法 

‣運転者の運転適性に応じた安全運転 

‣交通事故に関わる運転者の生理的及び心理的要因及びこれらへの対処方法 

‣健康管理の重要性 

※下記の項目は実施いたしませんのでご注意ください 

‣危険物を運搬する場合に留意すべき事項 

‣適切な運行の経路及び当該経路における道路及び交通の状況 

‣適性診断の結果に基づく個々の運転者の運転行動の特性を自覚させる 

‣安全性の向上を図るための装置を備える事業用自動車の適切な運転方法 

 

３．開催日時及び会場 

開催日時  令 和 2 年 10 月 1 日 ( 木 ) 

研修時間 10：00～17：00（途中休憩含む）（受付 9：30～） 

※6時間の法定条件のため、時間厳守となります。 

開催場所  「大阪府トラック総合会館 6階」 

〒536-0014大阪市城東区鴫野西 2-11-2  URL  https://www.truck.or.jp/ 

 

４．申し込み方法 

「受講申込書」に必要事項をご記入の上、9月 24日(木)までに、ＦＡＸ（06-6965-1902） 

にてお申し込みください。 

ただし、定員に到達次第〆切りとさせて頂きます。(定員 50名) 

 

５．その他 

・受講料は無料です。 

・修了者には受講証明書（座学の教育内容 9項目 6時間分のみ）を交付します。 

・昼食のご用意はありませんので、各自でお取りください。 

・駐車場はありませんので、公共交通機関をご利用ください。 

 

「新型コロナウイルス感染拡大防止のための対応」 

・講習中は、会場の換気のため、窓を開けさせていただく場合がございます。 

・講習を受講される皆様は、次の感染予防の徹底をお願いいたします。 

①手洗いや咳エチケットの励行など一般的な感染対策の徹底。 

②受講の際は、マスクを持参し着用のこと。 

③発熱等の風邪症状が見られる場合は、受講を自粛すること。 

④新型コロナウイルスに罹患し治癒していない場合には受講しないこと。 

 

※今後の流行状況によっては、急な中止となる可能性がございます。 

 

【問い合わせ先】 

（一社）大阪府トラック協会 適正化事業部 

〒536-0014大阪市城東区鴫野西 2-11-2 

TEL:06-6965-4024 / FAX:06-6965-1902 

 

http://www.totokyo.or.jp/management/semi/file/h29driverkousyuumousikomi.docx


 

 

(一社)大阪府トラック協会 適正化事業部  行 

 

令和 2年度「初任運転者特別講習」 

受講申込書 

 

受講申込者氏名 

フリガナ 

 

 

受講申込者氏名 

フリガナ 

 

 

受講申込者氏名 

フリガナ 

 

 

会 社 名  

営業所名  

営業所住所 
〒 

連 絡 先 

担当者氏名 

 

電 話 

F A X 

所属ﾄﾗｯｸ協会 
大阪府ﾄﾗｯｸ協会    or    兵庫県ﾄﾗｯｸ協会 

(加盟されている方に○印を付けてください) 

ﾄﾗｯｸ協会所属支部名  

 

※本講習は、座学 9 項目を 6 時間行うものであり、初任教育の内容を全て満たしておりま

せん。別途 9 時間の座学（積載方法、日常点検、構造上の特性など実車指導含む）及び 20

時間の添乗指導が必要となるのでご注意ください。 

 

9月 24日（木）までにＦＡＸでお申し込みください。 

ＦＡＸ（０６）６９６５－１９０２ 

 


